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答申にあたって

川越市市内循環バス「川越シャトル」は、平成８年３月の運行開始以来、交通空白地域

の解消、公共施設を連絡する交通手段及び高齢者や障害者の移動に配慮した交通手段を目

的として、運行をしております。

さて、川越シャトルは、概ね５年ごとに見直しを実施しており、本委員会は、平成２７

年８月３日に川越市長から、市内循環バスの運行における調査検討に関する諮問を受け、

これまでに計９回にわたってさまざまな審議を行い、答申に至りました。

今回の川越シャトルの見直しにあたっては、平成３０年春に新河岸駅駅前広場等の整備

が完成することに合わせて、東西駅前広場に川越シャトルが乗り入れられるようにすると

ともに、現在利用者の少ない路線については、効率性を向上させる観点から他の路線と統

合することとし、さらに利便性を向上させるため、川越シャトルが今まで運行していなか

った住宅地への運行のほか、利用者が病院や商業施設に行くことができるように、路線を

工夫しました。

さらに、持続可能な交通の観点等により、路線以外にも料金体系の見直しが必要である

ことから、高齢者及び障害者の特別料金制度について検討を行いました。

今回の見直しにより、川越シャトルが生活の足として定着し、利用者が増えることで将

来にわたって持続可能な交通となり、川越市の交通行政がさらに発展することを祈念申し

上げます。

平成２９年３月２８日
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本委員会は、次のとおり川越シャトルの見直しを答申します。

１ ３つの理念

① 市民の生活を支える「生活の足」となる交通を目指すこと。

② 人口減少・超高齢社会を見据え、将来にわたって持続可能な交通を目指すこと。

③ 利用者・バス事業者・行政が協働で取り組む交通とすること。

２ 基本目標

① 「生活の足」として定着し、公共施設、駅、病院等の生活関連施設と居住地を結ぶ、

使いやすい川越シャトルを目指すこと。

［１便あたりの利用者数８人以上を目指す］

② 持続的な運行ができるように、利用者数を増加させ、収入の増加を目指し、可能な

限り効率化を図ること。

［収支率３０％以上を目指す］

③ 公共交通の重要性や『みんなで支える川越シャトル』の意識を利用者、バス事業者、

行政で共有できる事業を継続的に実施すること。

３ 路線の見直しについて

① 現在の路線数である１３を維持すること。また、現在保有しているバス車両１２台

を維持すること。

② １便あたりの利用者が多い路線については、さらに利用者が増えるように増便など

を検討し、利用者が少ない路線を見直しの対象とすること。

③ 新河岸駅東西駅前広場を最大限活用して、さらなる効率的な運行を図り、利用者数

の増加や収入の増加を図ること。

４ 運行改善方針について

① 新河岸駅東西駅前広場を最大限活用した路線を設定すること。

② 可能な限り、川越シャトルの運行基準（運行時間３０分以内・運行距離１０キロ以

内・幅員６メートル以上の道路を運行）に沿った路線を設定すること。

③ 利用者の少ない路線における廃止・統合を検討すること。

④ 未利用・低利用区間の廃止を検討すること。

⑤ 同経路路線の見直しを検討すること。

⑥ 路線バスサービスと重複しない路線を設定すること。

⑦ 利用者のニーズに沿った運行時間帯でのサービスを提供すること。



５ 路線の設定・サービスの向上について

① 本委員会が取りまとめた路線は、別紙のとおり。

② 利用者の少ない時間帯は、起終点途中での折り返し運転を行うなど、便数が可能な

限り増やせるようにダイヤを工夫すること。

③ 新規路線については、バス停の間隔（現行概ね３００メートル）を短くし、利用者

が利用しやすい環境をつくること。

④ 大型商業施設や病院付近にバス停を新規に設置する場合、利用者の利便性を考慮し、

敷地内にバス停が設置できるように努めること。

⑤ バス停における、バスを待つ環境の整備に可能な限り努めること。

６ 料金体系について

① 路線バスとして、距離制の料金体系を維持すること。

７ 特別乗車証制度について

① 障害者及び市が必要と認める介護者（２人まで）の料金は、無料とすること。

② 高齢者については、７０歳以上９０歳未満は料金を１００円とし、９０歳以上は無

料とすること。

８ 今後の見直しについて

① 路線の見直しにあたっては、路線ごとの１便あたりの利用者数等を毎年度算出して、

路線の評価を行い、次回の見直しの際に活用すること。

② 川越シャトルが運行していない地域については、最適な交通手段の確保に関して、

引き続き検討を行うこと。

なお、川越シャトルが運行している地域に、他の交通手段が導入される見込みとな

った場合は、路線廃止を含めた検討を行うこと。
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